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（
２
）
運

営
費

交
付

金
債

務
の

当
期

振
替

額
及

び
主

な
使

途
の

明
細

①
運
営
費
交
付
金
収
益
へ

の
振

替
額

及
び

主
な
使

途
の
明

細
（
単
位
：
円
）

費
用

審
査

事
業

9
6
1
,9
7
0
,1
5
2

9
6
1
,9
7
0
,1
5
2

安
全

対
策

事
業

2
,6
5
1
,9
7
2
,8
4
9

2
,6
5
1
,9
7
2
,8
4
9

2
6
9
,5
2
8
,0
0
0

2
6
9
,5
2
8
,0
0
0

3
,8
8
3
,4
7
1
,0
0
1

3
,8
8
3
,4
7
1
,0
0
1

②
資
産
見
返
運
営
費
交
付
金

及
び

資
本

剰
余

金
へ

の
振

替
額

並
び

に
主

な
使

途
の
明

細
（
単
位
：
円
）

振
替

額
振
替
額

主
な
使
途

審
査
事
業

0
0

安
全
対
策
事
業

6
0
,4
5
9
,3
0
0

0

合
計

6
0
,4
5
9
,3
0
0

0

（
３
）
引

当
金

見
返

と
の

相
殺

額
の

明
細

（
単
位
：
円
）

相
殺

額

審
査
事
業

9
3
,9
7
6
,8
4
8

安
全
対
策
事
業

7
0
,3
5
8
,8
5
1

合
計

1
6
4
,3
3
5
,6
9
9

（
４
）
運

営
費

交
付

金
債

務
残

高
の

明
細

（
単
位
：
円
）

業
務
達
成
基
準
に
よ
る

振
替
額

8
4
1
,3
3
3
,0
0
0

期
間
進
行
基
準
に
よ
る

振
替
額

9
,7
2
2
,0
0
0

費
用
進
行
基
準
に
よ
る

振
替
額

0

合
計

8
5
1
,0
5
5
,0
0
0

翌
事

業
年

度
へ

の
繰

越
額

は
な
い
。

翌
事

業
年

度
に
繰

り
越

し
た
運

営
費

交
付
金
債
務
残
高
と
使
用
見
込
み
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
予

防
接

種
副

反
応

報
告

整
理

調
査

等
事
業
」
に
つ
い
て
、
令
和
３
年
度
補
正
予
算
に
よ
り
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
の
予

防
接

種
副

反
応
報
告
受
理
の
体
制
を
継
続
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
一
部

令
和
３
年
度
内
に
完
了
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
翌
事
業
年
度
に
、
引
き
続
き
、
実
施
す
る
こ
と

と
な
っ
た
た
め
。
な
お

、
翌

事
業

年
度

に
8
5
1
,0
5
5
,0
0
0
円
を
収
益
化
予
定
で
あ
る
（
事
業
費
等
：
8
4
1
,3
3
3

千
円

、
管

理
費

（
管

理
経

費
）
：
9
,7
2
2
千

円
）
。

合
計

費
用

進
行

基
準

を
採

用
し
た
業

務
は
な
い
。

賞
与

引
当

金
見

返
　
7
1
,3
5
3
,2
3
3
円

退
職

給
付

引
当

金
見

返
　
2
2
,6
2
3
,6
1
5
円

賞
与

引
当

金
見

返
　
6
0
,2
4
7
,2
4
9
円

退
職

給
付

引
当

金
見

返
　
1
0
,1
1
1
,6
0
2
円

運
営

費
交

付
金

収
益

期
間
進
行
基
準
に
よ
る
振
替
額

費
用
進
行
基
準
に
よ
る
振
替
額

運
営
費
交
付
金

債
務

残
高

使
用
見
込
み

人
件
費
：
6
7
6
,0
7
7
,2
4
3
円

事
業
費
：
1
,9
0
4
,6
1
9
,6
0
6
円

管
理
費
：
7
1
,2
7
6
,0
0
0
円

管
理
費
：
2
6
9
,5
2
8
,0
0
0
円

セ
グ
メ
ン
ト

引
当

金
見

返
と
の
相

殺

主
な
相

殺
の
内

訳

業
務
達
成
基
準
に
よ
る
振
替
額

運
営
費
交
付
金
の
主
な
使
途

主
な
使
途

人
件
費
：
6
8
2
,2
0
0
,6
3
2
円

事
業
費
：
2
7
2
,9
4
4
,5
2
0
円

管
理
費
：
6
,8
2
5
,0
0
0
円

セ
グ
メ
ン
ト

セ
グ
メ
ン
ト

資
本
剰
余
金
へ
の
振
替

主
な
使

途

医
療

機
関

報
告

に
関

す
る
企

業
と
の
情

報
共
有
の

電
子

化
業

務
：
5
8
,0
8
0
,0
0
0
円

　
他

1
件

資
産

見
返

運
営

費
交

付
金

へ
の
振

替
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財
務

活
動

に
よ

る
キ

ャ
ッ

シ
ュ

・
フ

ロ
ー

0
0

△
 3

2
5
,7

5
3
,9

8
7

0
0

0
0

△
 3

2
5
,7

5
3
,9

8
7

Ⅳ
　
資
金
増
加
額
(又

は
減
少
額
（
Δ
）
)

△
 3

3
3
,0

5
9
,6

8
1

1
3
6
,3

7
0
,7

4
0

4
,4

3
7
,8

0
3
,6

2
8

△
 6

4
2
,7

4
4
,5

7
2

1
,0

3
4
,6

6
3

3
5
9
,9

3
2

0
3
,5

9
9
,7

6
4
,7

1
0

Ⅴ
　
資
金
期
首
残
高

2
,8

0
9
,8

4
7
,1

5
8

8
9
7
,0

2
9
,6

6
0

3
0
,5

0
4
,8

2
5
,2

7
7

1
,5

7
1
,1

8
8
,9

8
4

4
4
,6

7
0
,2

7
4

1
37

,5
7
4
,4

5
6

3
5
,9

6
5
,1

3
5
,8

0
9

Ⅵ
　
資
金
期
末
残
高

2
,4

7
6
,7

8
7
,4

7
7

1
,0

3
3
,4

0
0
,4

0
0

3
4
,9

4
2
,6

2
8
,9

0
5

9
2
8
,4

4
4
,4

1
2

4
5
,7

0
4
,9

3
7

1
37

,9
3
4
,3

8
8

0
3
9
,5

6
4
,9

0
0
,5

1
9

１
３
．
各

勘
定

別
の

利
益

の
処

分
又

は
損

失
の

処
理

に
関

す
る
書

類
（
単
位

：
円
）

副
作

用
救

済
勘

定
感

染
救

済
勘

定
審

査
等

勘
定

特
定

救
済

勘
定

受
託

・
貸

付
勘

定
受

託
給

付
勘

定

Ⅰ
当

期
未

処
分

利
益

8
2
0
,5

6
6
,4

7
9

1
2
4
,2

4
9
,9

2
7

6
,4

4
4
,8

8
7
,2

6
4

- 
△

 1
,4

0
9
,7

8
6

△
 2

,4
2
9
,3

4
1

（
当

期
未

処
理

損
失

（
△

）
）

当
期

総
利

益
8
2
0
,5

6
6
,4

7
9

1
2
4
,2

4
9
,9

2
7

6
,4

4
4
,8

8
7
,2

6
4

- 
△

 1
,4

0
9
,7

8
6

△
 2

,4
2
9
,3

4
1

（
当

期
総

損
失

（
△

）
）

Ⅱ
利

益
処

分
額

又
は

損
失

処
理

額
8
2
0
,5

6
6
,4

7
9

1
2
4
,2

4
9
,9

2
7

6
,4

4
4
,8

8
7
,2

6
4

- 
1
,4

0
9
,7

8
6

2
,4

2
9
,3

4
1

積
立

金
8
2
0
,5

6
6
,4

7
9

1
2
4
,2

4
9
,9

2
7

6
,4

4
4
,8

8
7
,2

6
4

積
立

金
取

崩
額

2
,4

2
9
,3

4
1

前
中

期
目

標
期

間
繰

越
積

立
金

取
崩

額
1
,4

0
9
,7

8
6

Ⅲ
次

期
繰

越
欠

損
金

-
-

科
目
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